
議案第９号 

 

総社市学校給食費の管理に関する条例の一部改正について 

 

 

総社市学校給食費の管理に関する条例（令和３年総社市条例第２６号）の一部

を次のとおり改正する。 

 

 

  令和８年２月２４日提出 

 

 

 

                 総社市長 片 岡 聡 一 

 

 

 

 

 提案理由 

   物価高騰の影響により食材費が上昇していることに鑑み，学校給食費 

負担者から徴収する学校給食費の額を改定するため，関係条文の整備を 

行おうとするものである。 



 



総社市学校給食費の管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和８年３月  日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市条例第  号 

 

総社市学校給食費の管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

総社市学校給食費の管理に関する条例（令和３年総社市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（学校給食費の額） 

第４条 学校給食費の１食当たりの額は，次の各号に掲げる区分に応じ，当

該各号に定める額とする。  

(１) 小学校又は義務教育学校の前期課程に在籍する児童及び当該児童と

同様の学校給食の提供を受ける者 ３５５円 

(２) 中学校又は義務教育学校の後期課程に在籍する生徒及び当該生徒と

同様の学校給食の提供を受ける者 ４２０円 

２～４ 略 

 

（学校給食費の納付額） 

第６条 学校給食費の各期別の納付額は，第１期から第１０期までの各期別

にあっては次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める額とし，第１

１期にあっては，年間納付額から第１期から第１０期までの期別において

納付すべき額の合計額を減じて得た額とする。 

(１) 小学校又は義務教育学校の前期課程に在籍する児童及び当該児童と

同様の学校給食の提供を受ける者 ６，１００円 

(２) 中学校又は義務教育学校の後期課程に在籍する生徒及び当該生徒と

同様の学校給食の提供を受ける者 ７，２００円 

２ 略 

 

（学校給食費の額） 

第４条 学校給食費の１食当たりの額は，次の各号に掲げる区分に応じ，当

該各号に定める額とする。 

(１) 小学校又は義務教育学校の前期課程に在籍する児童及び当該児童と

同様の学校給食の提供を受ける者 ３２０円 

(２) 中学校又は義務教育学校の後期課程に在籍する生徒及び当該生徒と

同様の学校給食の提供を受ける者 ３８０円 

２～４ 略 

 

（学校給食費の納付額） 

第６条 学校給食費の各期別の納付額は，第１期から第１０期までの各期別

にあっては次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める額とし，第１

１期にあっては，年間納付額から第１期から第１０期までの期別において

納付すべき額の合計額を減じて得た額とする。 

(１) 小学校又は義務教育学校の前期課程に在籍する児童及び当該児童と

同様の学校給食の提供を受ける者 ５，５００円 

(２) 中学校又は義務教育学校の後期課程に在籍する生徒及び当該生徒と

同様の学校給食の提供を受ける者 ６，５００円 

２ 略 



改 正 後 改 正 前 

  

 

附 則 

 この条例は，令和８年４月１日から施行する。 

 

 


